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告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
九
十
四
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

森
市
長
か
ら
青
森
市
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

右
の
字
の
区
域
の
変
更
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
市

大
字
大
野
字
若
宮
一
六
三
の
一
の
一
部
、
一
六
三
の
九
の
一
部
、
一
六
四
の
一
四
の
一
部
、
一
六

四
の
二
五
か
ら
一
六
四
の
二
七
ま
で
の
各
一
部
、
一
七
○
の
一
五
か
ら
一
七
○
の
二
四
ま
で
、
一
七

○
の
二
六
か
ら
一
七
○
の
三
二
ま
で
、
一
七
一
の
三
○
、
一
七
一
の
三
二
、
一
七
一
の
三
七
か
ら
一

七
一
の
三
九
ま
で
、
一
七
五
の
一
二
、
一
七
五
の
一
三
、
二
三
○
か
ら
二
三
三
ま
で
、
二
三
六
、
二

三
七
、
二
三
九
、
二
四
六
、
二
六
五
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国

有
地
の
全
部
を
青
葉
一
丁
目
に
編
入
す
る
。

大
字
浦
町
字
奥
野
四
○
一
の
一
の
一
部
、
四
○
一
の
四
、
四
○
一
の
八
の
一
部
、
四
○
一
の
九
の

一
部
、
四
○
一
の
一
四
の
一
部
、
四
○
二
の
一
四
、
四
○
二
の
一
五
、
四
○
三
の
四
の
一
部
、
四
○

三
の
五
の
一
部
、
四
○
三
の
一
四
、
四
○
三
の
二
四
の
一
部
、
四
○
四
の
一
の
一
部
、
大
字
浜
田
字

板
橋
四
四
の
一
、
四
四
の
二
九
か
ら
四
四
の
三
一
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、

水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
青
葉
二
丁
目
に
編
入
す
る
。

大
字
浦
町
字
奥
野
四
○
一
の
一
三
の
一
部
、
四
○
一
の
一
四
の
一
部
、
大
字
浜
田
字
板
橋
二
○
の

一
二
の
一
部
、
二
二
の
三
の
一
部
、
二
二
の
四
の
一
部
、
二
二
の
六
の
一
部
、
二
二
の
七
、
二
二
の

八
、
二
二
の
一
一
の
一
部
、
二
二
の
一
三
の
一
部
、
二
二
の
一
九
の
一
部
、
二
二
の
三
二
の
一
部
、

二
三
の
二
の
一
部
、
二
三
の
三
か
ら
二
三
の
五
ま
で
、
二
三
の
六
の
一
部
、
二
四
、
二
五
の
二
の
一

部
、
二
五
の
四
の
一
部
、
二
五
の
五
、
二
五
の
六
の
一
部
、
二
五
の
八
の
一
部
、
二
六
の
一
、
二
六

の
二
、
二
七
、
二
八
の
一
か
ら
二
八
の
三
ま
で
の
各
一
部
、
二
八
の
四
、
二
八
の
五
、
二
八
の
六
の

一
部
、
二
八
の
七
の
一
部
、
二
八
の
八
、
二
八
の
九
か
ら
二
八
の
一
一
ま
で
の
各
一
部
、
二
九
の
一

の
一
部
、
二
九
の
二
、
二
九
の
三
の
一
部
、
二
九
の
四
の
一
部
、
二
九
の
六
か
ら
二
九
の
八
ま
で
、

二
九
の
九
の
一
部
、
二
九
の
一
三
の
一
部
、
二
九
の
一
四
の
一
部
、
二
九
の
一
六
か
ら
二
九
の
一
八

ま
で
の
各
一
部
、
二
九
の
一
九
、
二
九
の
二
○
の
一
部
、
二
九
の
二
一
の
一
部
、
二
九
の
二
三
の
一

部
、
三
○
の
二
、
三
一
の
一
、
三
一
の
二
、
三
一
の
一
二
か
ら
三
一
の
一
四
ま
で
、
三
一
の
二
四
の

一
部
、
三
一
の
三
五
、
三
一
の
三
八
の
一
部
、
三
一
の
四
四
、
三
一
の
四
八
か
ら
三
一
の
五
○
ま
で

の
各
一
部
、
三
二
の
一
、
三
二
の
九
か
ら
三
二
の
一
一
ま
で
、
三
二
の
一
三
か
ら
三
二
の
一
七
ま
で
、

三
二
の
二
○
、
三
二
の
二
一
、
三
三
の
一
、
三
三
の
四
の
一
部
、
三
三
の
五
か
ら
三
三
の
九
ま
で
、

三
四
の
二
か
ら
三
四
の
九
ま
で
、
三
四
の
一
九
、
三
四
の
二
三
、
三
四
の
二
五
、
三
五
の
一
、
三
五

の
二
、
四
五
の
一
か
ら
四
五
の
三
ま
で
、
四
五
の
一
七
、
四
六
の
一
か
ら
四
六
の
七
ま
で
、
六
四
か

ら
六
六
ま
で
、
六
七
の
一
部
、
六
八
の
一
部
、
七
○
、
大
字
浜
田
字
玉
川
一
八
二
の
二
の
一
部
、
三
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三
○
の
一
部
、
三
三
一
の
一
部
、
大
字
浜
田
字
豊
田
三
八
の
五
の
一
部
、
三
八
の
六
の
一
部
、
三
九

の
二
、
四
○
の
二
の
一
部
、
四
○
の
三
、
四
○
の
五
の
一
部
、
四
〇
の
七
の
一
部
、
四
○
の
一
四
の

一
部
、
四
○
の
一
七
の
一
部
、
四
○
の
一
九
の
一
部
、
四
○
の
二
○
の
一
部
、
四
二
の
一
の
一
部
、

四
三
の
一
の
一
部
、
四
四
の
一
の
一
部
、
四
五
の
七
、
四
六
の
一
の
一
部
、
四
六
の
九
、
四
六
の
一

二
の
一
部
、
五
九
の
一
、
五
九
の
二
の
一
部
、
五
九
の
五
か
ら
五
九
の
七
ま
で
、
五
九
の
九
、
五
九

の
一
○
、
六
○
の
一
、
六
○
の
二
、
六
一
の
二
、
七
八
の
四
、
七
九
の
二
、
八
一
の
二
の
一
部
、
八

一
の
四
、
八
一
の
五
、
八
一
の
六
の
一
部
、
八
一
の
一
五
、
八
三
の
一
の
一
部
、
八
三
の
五
の
一
部
、

八
三
の
六
の
一
部
、
八
三
の
八
の
一
部
、
八
三
の
一
○
、
八
三
の
二
二
、
八
三
の
二
三
、
八
三
の
二

四
の
一
部
、
九
一
の
一
の
一
部
、
九
一
の
四
の
一
部
、
九
三
の
四
の
一
部
、
九
九
の
三
の
一
部
、
九

九
の
七
の
一
部
、
九
九
の
一
○
、
九
九
の
一
四
の
一
部
、
三
五
六
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣

接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
青
葉
三
丁
目
に
編
入
す
る
。

大
字
浜
田
字
玉
川
一
八
二
の
二
の
一
部
、
二
○
九
の
二
一
、
三
三
○
の
一
部
、
三
三
一
の
一
部
及

び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部
並
び
に
大
字
浜
田
字
玉
川

二
〇
九
の
八
、
二
〇
九
の
一
六
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
大
字
浜
田
字
豊

田
に
編
入
す
る
。

青
森
県
告
示
第
六
百
九
十
五
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

森
市
長
か
ら
青
森
市
の
字
の
区
域
及
び
そ
の
名
称
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

右
の
字
の
区
域
及
び
そ
の
名
称
の
変
更
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず

る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
市

大
字
浦
町
字
奥
野
四
○
三
の
一
、
四
○
三
の
二
、
四
○
三
の
一
一
、
四
○
三
の
二
○
の
一
部
、
四

○
三
の
二
一
、
四
○
四
の
六
、
四
○
四
の
七
、
四
○
四
の
八
の
一
部
、
四
○
五
の
一
か
ら
四
○
五
の

一
七
ま
で
、
四
○
六
の
一
、
四
○
六
の
三
か
ら
四
○
六
の
五
ま
で
、
四
○
六
の
七
か
ら
四
○
六
の
二

四
ま
で
、
四
○
六
の
二
五
の
一
部
、
四
○
六
の
二
六
、
四
二
○
の
一
の
一
部
、
四
二
○
の
一
七
の
一

部
、
四
二
○
の
一
八
か
ら
四
二
○
の
二
二
ま
で
、
四
二
○
の
二
三
の
一
部
、
四
二
○
の
二
四
、
四
二

○
の
二
七
、
四
二
一
の
一
か
ら
四
二
一
の
四
ま
で
、
四
二
一
の
七
か
ら
四
二
一
の
一
六
ま
で
、
四
二

二
、
四
二
三
の
一
か
ら
四
二
三
の
八
ま
で
、
四
二
四
の
六
の
一
部
、
四
二
四
の
二
八
か
ら
四
二
四
の

三
〇
ま
で
の
各
一
部
、
四
二
五
の
一
か
ら
四
二
五
の
三
ま
で
、
四
二
五
の
四
の
一
部
、
四
二
五
の
五
、

四
二
五
の
六
の
一
部
、
四
二
五
の
九
、
四
二
五
の
一
○
の
一
部
、
四
二
五
の
一
二
、
四
二
五
の
一
三

の
一
部
、
四
二
五
の
一
四
、
四
二
五
の
一
五
の
一
部
、
四
二
五
の
一
六
、
四
二
七
の
一
、
四
二
七
の

二
、
四
二
七
の
五
、
四
二
七
の
七
、
四
二
七
の
八
の
一
部
、
四
二
七
の
九
か
ら
四
二
七
の
一
四
ま
で
、

四
二
八
の
一
部
、
四
三
八
の
一
部
、
五
七
二
、
大
字
大
野
字
前
田
九
九
の
三
か
ら
九
九
の
五
ま
で
、

九
九
の
一
一
の
一
部
、
一
○
○
の
一
の
一
部
、
一
○
○
の
二
、
一
○
四
の
一
の
一
部
、
一
○
四
の
二

か
ら
一
○
四
の
四
ま
で
、
一
○
四
の
六
、
一
○
四
の
七
の
一
部
、
一
○
四
の
八
の
一
部
、
一
○
四
の

九
、
一
○
四
の
一
○
、
一
○
六
の
一
か
ら
一
○
六
の
五
ま
で
、
一
○
六
の
六
の
一
部
、
一
○
六
の
七
、

一
○
七
の
一
部
、
大
字
大
野
字
若
宮
一
四
一
の
四
、
一
四
一
の
五
、
一
四
一
の
一
○
、
一
四
一
の
三

二
、
一
四
二
の
一
、
一
四
二
の
三
、
一
四
二
の
五
、
一
四
二
の
六
、
一
四
二
の
八
、
一
四
二
の
一
○

か
ら
一
四
二
の
二
八
ま
で
、
一
四
四
の
一
、
一
四
四
の
七
か
ら
一
四
四
の
二
七
ま
で
、
一
四
六
の
一
、

一
四
六
の
三
九
、
一
四
七
の
一
、
一
四
七
の
二
、
一
四
七
の
四
、
一
四
七
の
五
、
一
四
八
の
一
か
ら

一
四
八
の
一
○
ま
で
、
一
四
九
の
一
か
ら
一
四
九
の
四
ま
で
、
一
五
二
の
四
、
一
五
二
の
一
一
か
ら

一
五
二
の
一
三
ま
で
、
一
五
二
の
一
八
、
一
五
二
の
二
三
、
一
五
二
の
二
四
、
一
五
九
の
四
、
一
五

九
の
二
三
、
一
六
○
の
一
か
ら
一
六
○
の
一
一
ま
で
、
一
六
一
の
一
か
ら
一
六
一
の
八
ま
で
、
一
六

一
の
一
○
か
ら
一
六
一
の
一
四
ま
で
、
一
六
二
の
一
か
ら
一
六
二
の
四
ま
で
、
一
六
二
の
六
、
一
六

二
の
七
、
一
六
二
の
九
か
ら
一
六
二
の
一
七
ま
で
、
一
六
三
の
一
の
一
部
、
一
六
三
の
四
、
一
六
三

の
五
、
一
六
三
の
七
、
一
六
三
の
八
、
一
六
三
の
九
の
一
部
、
一
六
四
の
一
、
一
六
四
の
五
、
一
六

四
の
八
、
一
六
四
の
一
四
の
一
部
、
一
六
四
の
二
三
、
一
六
四
の
二
四
、
一
六
四
の
二
五
か
ら
一
六

四
の
二
七
ま
で
の
各
一
部
、
二
二
九
、
二
五
八
か
ら
二
六
○
ま
で
、
二
六
一
の
一
、
二
六
一
の
二
、

二
八
六
、
大
字
浜
田
字
板
橋
一
三
の
一
部
、
一
四
の
一
部
、
一
五
の
一
、
一
五
の
四
の
一
部
、
一
五

の
五
、
一
五
の
七
の
一
部
、
一
五
の
八
の
一
部
、
一
五
の
九
か
ら
一
五
の
一
二
ま
で
、
一
五
の
一
五

の
一
部
、
一
五
の
一
六
か
ら
一
五
の
一
八
ま
で
、
一
五
の
二
一
か
ら
一
五
の
二
七
ま
で
、
一
六
の
三

の
一
部
、
一
七
の
三
の
一
部
、
二
二
の
五
の
一
部
、
二
二
の
一
六
の
一
部
、
二
二
の
一
七
、
二
二
の

一
八
、
四
八
の
一
部
、
六
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

を
新
た
に
東
大
野
一
丁
目
と
す
る
。

大
字
荒
川
字
成
瀬
四
一
の
二
、
四
三
の
二
、
四
三
の
五
、
四
四
の
一
か
ら
四
四
の
九
ま
で
、
四
五

の
一
か
ら
四
五
の
六
ま
で
、
四
六
の
一
か
ら
四
六
の
一
一
ま
で
、
四
六
の
一
三
か
ら
四
六
の
一
六
ま

で
、
四
七
の
一
か
ら
四
七
の
四
ま
で
、
四
八
の
二
、
四
八
の
八
、
四
八
の
一
二
、
四
八
の
一
四
、
五

一
の
二
か
ら
五
一
の
九
ま
で
、
五
一
の
一
一
か
ら
五
一
の
一
三
ま
で
、
五
二
の
三
、
五
二
の
六
、
五
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三
の
一
か
ら
五
三
の
三
ま
で
、
五
四
の
二
、
五
五
の
一
か
ら
五
五
の
一
一
ま
で
、
五
六
の
一
か
ら
五

六
の
三
ま
で
、
五
六
の
五
、
五
六
の
七
、
五
六
の
八
、
五
七
の
一
か
ら
五
七
の
六
ま
で
、
五
九
の
四

の
一
部
、
六
三
の
一
か
ら
六
三
の
三
ま
で
、
六
三
の
五
の
一
部
、
六
三
の
六
、
六
三
の
七
か
ら
六
三

の
九
ま
で
の
各
一
部
、
六
三
の
一
○
、
六
四
の
一
か
ら
六
四
の
三
ま
で
の
各
一
部
、
六
四
の
五
の
一

部
、
六
四
の
六
の
一
部
、
六
五
の
一
の
一
部
、
六
五
の
二
か
ら
六
五
の
五
ま
で
、
六
七
の
一
、
六
七

の
五
、
六
七
の
六
、
大
字
荒
川
字
藤
戸
一
三
四
の
一
、
一
三
五
の
一
、
一
三
五
の
六
、
一
三
五
の
一

一
か
ら
一
三
五
の
一
五
ま
で
、
一
五
一
の
一
、
一
五
一
の
二
、
一
五
二
、
大
字
浦
町
字
奥
野
四
二
八

の
一
部
、
四
三
四
の
一
か
ら
四
三
四
の
三
ま
で
、
四
三
四
の
五
、
四
三
四
の
八
か
ら
四
三
四
の
一
○

ま
で
、
四
三
五
、
四
三
六
の
一
、
四
三
七
の
一
か
ら
四
三
七
の
四
ま
で
、
大
字
大
野
字
前
田
八
七
の

一
、
八
七
の
一
一
、
八
七
の
一
二
、
八
七
の
一
六
、
九
○
の
一
、
九
○
の
二
、
九
○
の
四
、
九
一
の

三
、
九
九
の
一
○
、
九
九
の
一
一
の
一
部
、
一
○
○
の
一
の
一
部
、
一
○
一
の
三
、
一
○
一
の
五
、

一
○
一
の
七
、
一
○
二
の
一
、
一
○
二
の
九
、
一
○
二
の
一
一
か
ら
一
○
二
の
一
七
ま
で
、
一
○
三

の
一
、
一
○
三
の
二
、
一
○
三
の
四
、
一
○
三
の
五
、
一
○
三
の
八
か
ら
一
○
三
の
一
三
ま
で
、
一

○
四
の
一
の
一
部
、
一
○
四
の
七
の
一
部
、
一
○
四
の
八
の
一
部
、
一
○
五
、
一
○
六
の
六
の
一
部
、

一
○
六
の
八
、
一
○
六
の
九
、
一
○
七
の
一
部
、
一
○
九
、
一
一
○
、
一
一
四
、
一
七
三
か
ら
一
七

五
ま
で
、
大
字
浜
田
字
板
橋
一
○
の
一
の
一
部
、
一
○
の
四
の
一
部
、
一
○
の
六
の
一
部
、
一
一
の

一
か
ら
一
一
の
三
ま
で
、
一
一
の
六
か
ら
一
一
の
一
○
ま
で
、
一
二
の
一
部
、
一
三
の
一
部
、
一
六

の
一
、
一
六
の
三
の
一
部
、
一
七
の
三
の
一
部
、
二
二
の
五
の
一
部
、
大
字
浜
田
字
豊
田
一
八
二
の

一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
新
た
に
東

大
野
二
丁
目
と
す
る
。

大
字
浦
町
字
奥
野
四
○
一
の
一
の
一
部
、
四
○
一
の
二
、
四
○
一
の
五
か
ら
四
○
一
の
七
ま
で
、

四
○
一
の
八
の
一
部
、
四
○
一
の
九
の
一
部
、
四
○
一
の
一
○
か
ら
四
○
一
の
一
二
ま
で
、
四
○
一

の
一
三
の
一
部
、
四
○
一
の
一
四
の
一
部
、
四
○
三
の
三
、
四
○
三
の
四
の
一
部
、
四
○
三
の
五
の

一
部
、
四
○
三
の
九
、
四
○
三
の
一
五
か
ら
四
○
三
の
一
九
ま
で
、
四
○
三
の
二
○
の
一
部
、
四
○

三
の
二
二
、
四
○
三
の
二
三
、
四
○
三
の
二
四
の
一
部
、
四
○
三
の
二
五
、
四
○
四
の
一
の
一
部
、

四
○
四
の
二
か
ら
四
○
四
の
五
ま
で
、
四
○
四
の
八
の
一
部
、
四
〇
四
の
九
、
四
○
六
の
二
、
四
○

六
の
二
五
の
一
部
、
四
○
六
の
二
七
、
四
○
六
の
二
八
、
四
一
九
の
一
、
四
二
○
の
一
の
一
部
、
四

二
○
の
一
七
の
一
部
、
四
二
○
の
二
三
の
一
部
、
四
二
○
の
二
五
、
四
二
○
の
二
六
、
四
二
四
の
一

か
ら
四
二
四
の
五
ま
で
、
四
二
四
の
六
の
一
部
、
四
二
四
の
七
か
ら
四
二
四
の
二
七
ま
で
、
四
二
四

の
二
八
か
ら
四
二
四
の
三
○
ま
で
の
各
一
部
、
四
二
五
の
四
の
一
部
、
四
二
五
の
六
の
一
部
、
四
二

五
の
七
、
四
二
五
の
八
、
四
二
五
の
一
○
の
一
部
、
四
二
五
の
一
一
、
四
二
五
の
一
三
の
一
部
、
四

二
五
の
一
五
の
一
部
、
四
二
七
の
八
の
一
部
、
四
三
八
の
一
部
、
大
字
浜
田
字
板
橋
四
の
一
か
ら
四

の
三
ま
で
の
各
一
部
、
四
の
四
、
四
の
五
の
一
部
、
五
の
一
、
五
の
四
の
一
部
、
五
の
五
、
五
の
一

二
の
一
部
、
五
の
一
三
か
ら
五
の
二
○
ま
で
、
五
の
二
八
、
五
の
二
九
、
五
の
三
○
の
一
部
、
五
の

三
三
の
一
部
、
五
の
三
四
か
ら
五
の
三
六
ま
で
、
五
の
三
八
の
一
部
、
六
の
四
の
一
部
、
七
の
一
の

一
部
、
七
の
二
、
八
の
一
、
八
の
三
、
八
の
四
、
九
の
二
の
一
部
、
九
の
三
、
九
の
四
、
一
二
か
ら

一
四
ま
で
の
各
一
部
、
一
五
の
二
、
一
五
の
三
、
一
五
の
四
の
一
部
、
一
五
の
七
の
一
部
、
一
五
の

八
の
一
部
、
一
五
の
一
三
、
一
五
の
一
四
、
一
五
の
一
五
の
一
部
、
一
五
の
一
九
、
一
五
の
二
○
、

一
五
の
二
八
、
一
八
の
一
か
ら
一
八
の
三
○
ま
で
、
一
九
の
四
、
一
九
の
五
か
ら
一
九
の
八
ま
で
の

各
一
部
、
一
九
の
九
、
二
○
の
二
の
一
部
、
二
○
の
三
か
ら
二
○
の
八
ま
で
、
二
○
の
九
の
一
部
、

二
○
の
一
○
、
二
○
の
一
一
、
二
○
の
一
二
の
一
部
、
二
一
の
一
、
二
一
の
八
か
ら
二
一
の
四
○
ま

で
、
二
二
の
一
、
二
二
の
二
、
二
二
の
三
の
一
部
、
二
二
の
四
の
一
部
、
二
二
の
六
の
一
部
、
二
二

の
九
、
二
二
の
一
一
の
一
部
、
二
二
の
一
二
、
二
二
の
一
三
の
一
部
、
二
二
の
一
四
、
二
二
の
一
五
、

二
二
の
一
六
の
一
部
、
二
二
の
一
九
の
一
部
、
二
二
の
二
○
か
ら
二
二
の
三
一
ま
で
、
二
二
の
三
二

の
一
部
、
二
三
の
二
の
一
部
、
二
三
の
六
の
一
部
、
二
五
の
一
、
二
五
の
二
の
一
部
、
二
五
の
三
、

二
五
の
四
の
一
部
、
二
五
の
六
の
一
部
、
二
五
の
七
、
二
五
の
八
の
一
部
、
二
五
の
九
、
二
五
の
一

○
、
二
八
の
二
の
一
部
、
四
八
の
一
部
、
六
七
の
一
部
、
六
八
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接

介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
大
字
浜
田
字
板
橋
四
の
二
、
四
の
五
の
地
先

の
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部
を
新
た
に
浜
田
一
丁
目
と
す
る
。

大
字
浜
田
字
板
橋
四
の
二
の
一
部
、
五
の
六
か
ら
五
の
一
一
ま
で
、
五
の
一
二
の
一
部
、
五
の
二

一
か
ら
五
の
二
七
ま
で
、
五
の
三
○
の
一
部
、
五
の
三
一
、
五
の
三
二
、
五
の
三
三
の
一
部
、
五
の

三
七
、
五
の
三
八
の
一
部
、
六
の
一
、
六
の
二
、
六
の
四
の
一
部
、
七
の
一
の
一
部
、
一
九
の
五
か

ら
一
九
の
八
ま
で
の
各
一
部
、
二
○
の
一
、
二
○
の
二
の
一
部
、
二
○
の
九
の
一
部
、
二
○
の
一
三

か
ら
二
○
の
一
七
ま
で
、
二
八
の
一
か
ら
二
八
の
三
ま
で
の
各
一
部
、
二
八
の
六
の
一
部
、
二
八
の

七
の
一
部
、
二
八
の
九
か
ら
二
八
の
一
一
ま
で
の
各
一
部
、
二
九
の
一
の
一
部
、
二
九
の
三
の
一
部
、

二
九
の
四
の
一
部
、
二
九
の
五
、
二
九
の
九
の
一
部
、
二
九
の
一
二
、
二
九
の
一
三
の
一
部
、
二
九

の
一
四
の
一
部
、
二
九
の
一
五
の
一
部
、
二
九
の
一
六
か
ら
二
九
の
一
八
ま
で
の
各
一
部
、
二
九
の

二
○
の
一
部
、
二
九
の
二
一
の
一
部
、
二
九
の
二
二
、
二
九
の
二
三
の
一
部
、
二
九
の
二
四
か
ら
二

九
の
二
八
ま
で
、
三
一
の
三
か
ら
三
一
の
一
一
ま
で
、
三
一
の
一
六
か
ら
三
一
の
二
三
ま
で
、
三
一

の
二
四
の
一
部
、
三
一
の
二
五
か
ら
三
一
の
三
四
ま
で
、
三
一
の
三
六
、
三
一
の
三
八
の
一
部
、
三

一
の
三
九
か
ら
三
一
の
四
三
ま
で
、
三
一
の
四
五
か
ら
三
一
の
四
七
ま
で
、
三
一
の
四
八
か
ら
三
一

の
五
○
ま
で
の
各
一
部
、
三
二
の
五
か
ら
三
二
の
七
ま
で
、
三
二
の
一
二
、
三
二
の
一
九
、
三
三
の

四
の
一
部
、
三
四
の
一
、
三
四
の
一
五
か
ら
三
四
の
一
八
ま
で
、
三
四
の
二
七
、
三
四
の
三
一
、
大

字
浜
田
字
豊
田
三
八
の
五
の
一
部
、
三
八
の
六
の
一
部
、
四
○
の
一
、
四
○
の
二
の
一
部
、
四
○
の
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四
、
四
○
の
五
の
一
部
、
四
○
の
七
の
一
部
、
四
○
の
九
か
ら
四
○
の
一
三
ま
で
、
四
○
の
一
四
の

一
部
、
四
○
の
一
五
、
四
○
の
一
六
、
四
○
の
一
七
の
一
部
、
四
○
の
一
八
、
四
○
の
一
九
の
一
部
、

四
○
の
二
○
の
一
部
、
四
○
の
二
一
か
ら
四
○
の
三
○
ま
で
、
四
一
の
一
か
ら
四
一
の
六
ま
で
、
四

一
の
八
か
ら
四
一
の
二
五
ま
で
、
四
二
の
一
の
一
部
、
四
二
の
二
か
ら
四
二
の
五
ま
で
、
四
三
の
一

の
一
部
、
四
四
の
一
の
一
部
、
四
六
の
一
の
一
部
、
四
六
の
一
二
の
一
部
、
五
九
の
二
の
一
部
、
八

一
の
一
、
八
一
の
二
の
一
部
、
八
一
の
六
の
一
部
、
八
一
の
七
か
ら
八
一
の
一
四
ま
で
、
八
一
の
一

六
、
八
二
の
一
か
ら
八
二
の
一
○
ま
で
、
八
三
の
一
の
一
部
、
八
三
の
二
、
八
三
の
五
の
一
部
、
八

三
の
六
の
一
部
、
八
三
の
七
、
八
三
の
八
の
一
部
、
八
三
の
九
、
八
三
の
一
一
か
ら
八
三
の
一
三
ま

で
の
各
一
部
、
八
三
の
一
四
か
ら
八
三
の
一
六
ま
で
、
八
三
の
一
七
か
ら
八
三
の
二
一
ま
で
の
各
一

部
、
八
三
の
二
四
の
一
部
、
九
一
の
一
の
一
部
、
九
一
の
四
の
一
部
、
九
二
の
一
の
一
部
、
九
三
の

四
の
一
部
、
九
五
の
一
の
一
部
、
九
五
の
二
の
一
部
、
九
五
の
六
の
一
部
、
九
五
の
七
の
一
部
、
九

五
の
八
、
九
五
の
九
の
一
部
、
九
五
の
一
五
、
九
五
の
一
八
、
九
五
の
二
○
、
九
五
の
二
一
、
九
六

の
三
か
ら
九
六
の
九
ま
で
、
九
六
の
一
○
の
一
部
、
九
六
の
一
一
の
一
部
、
九
七
の
一
の
一
部
、
九

七
の
三
か
ら
九
七
の
二
四
ま
で
、
九
八
の
一
、
九
八
の
四
か
ら
九
八
の
一
四
ま
で
、
九
九
の
一
、
九

九
の
二
、
九
九
の
三
の
一
部
、
九
九
の
四
か
ら
九
九
の
六
ま
で
、
九
九
の
七
の
一
部
、
九
九
の
八
、

九
九
の
九
、
九
九
の
一
四
の
一
部
、
九
九
の
一
五
か
ら
九
九
の
二
一
ま
で
、
一
○
○
の
一
か
ら
一
○

○
の
一
○
ま
で
、
一
○
一
の
一
、
一
○
一
の
三
か
ら
一
○
一
の
四
○
ま
で
、
一
○
三
の
一
、
一
○
三

の
二
、
一
○
三
の
三
の
一
部
、
一
○
三
の
五
、
一
○
三
の
七
、
一
○
三
の
八
、
一
○
三
の
九
の
一
部
、

一
○
三
の
一
○
の
一
部
、
一
○
三
の
一
一
、
一
○
三
の
一
二
、
一
○
三
の
一
三
の
一
部
、
一
○
三
の

一
四
か
ら
一
○
三
の
六
三
ま
で
、
一
○
四
の
四
か
ら
一
○
四
の
八
ま
で
の
各
一
部
、
一
○
四
の
一
五

の
一
部
、
一
○
四
の
一
七
の
一
部
、
一
○
五
の
一
の
一
部
、
一
○
五
の
四
の
一
部
、
二
二
六
、
二
二

九
の
一
、
二
二
九
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
新

た
に
浜
田
二
丁
目
と
す
る
。

大
字
荒
川
字
成
瀬
五
八
の
一
か
ら
五
八
の
四
ま
で
、
五
九
の
一
か
ら
五
九
の
三
ま
で
、
五
九
の
四

の
一
部
、
六
○
の
一
、
六
○
の
二
、
六
一
の
一
、
六
一
の
二
、
六
二
の
一
か
ら
六
二
の
六
ま
で
、
六

三
の
四
、
六
三
の
五
の
一
部
、
六
三
の
七
か
ら
六
三
の
九
ま
で
の
各
一
部
、
六
四
の
一
か
ら
六
四
の

三
ま
で
の
各
一
部
、
六
四
の
四
、
六
四
の
五
の
一
部
、
六
四
の
六
の
一
部
、
六
五
の
一
の
一
部
、
大

字
浜
田
字
板
橋
一
、
二
の
一
、
三
の
一
か
ら
三
の
六
ま
で
、
四
の
一
の
一
部
、
四
の
三
の
一
部
、
四

の
五
の
一
部
、
五
の
四
の
一
部
、
九
の
二
の
一
部
、
一
〇
の
一
の
一
部
、
一
○
の
二
、
一
○
の
四
の

一
部
、
一
○
の
五
、
一
○
の
六
の
一
部
、
一
○
の
七
、
一
二
の
一
部
、
大
字
浜
田
字
豊
田
一
○
三
の

三
の
一
部
、
一
○
三
の
九
の
一
部
、
一
○
三
の
一
○
の
一
部
、
一
○
三
の
一
三
の
一
部
、
一
○
四
の

一
、
一
○
四
の
二
か
ら
一
○
四
の
八
ま
で
の
各
一
部
、
一
○
四
の
九
か
ら
一
○
四
の
一
四
ま
で
、
一

○
四
の
一
五
の
一
部
、
一
○
四
の
一
六
の
一
部
、
一
○
四
の
一
九
、
一
○
五
の
一
の
一
部
、
一
○
五

の
二
、
一
○
五
の
四
の
一
部
、
一
○
五
の
五
か
ら
一
○
五
の
七
ま
で
、
一
○
六
か
ら
一
○
八
ま
で
、

一
三
五
の
二
、
一
三
五
の
三
、
一
三
六
の
四
、
一
三
六
の
五
、
一
四
六
の
三
か
ら
一
四
六
の
五
ま
で
、

一
六
一
の
四
か
ら
一
六
一
の
八
ま
で
、
一
六
二
の
二
か
ら
一
六
二
の
四
ま
で
、
一
六
九
の
七
、
一
六

九
の
八
、
一
七
五
の
一
、
一
七
五
の
三
、
一
七
五
の
五
、
一
七
七
の
一
、
一
七
八
の
一
か
ら
一
七
八

の
三
ま
で
、
一
七
八
の
六
、
一
七
八
の
七
、
一
七
八
の
一
一
か
ら
一
七
八
の
一
四
ま
で
、
一
七
九
の

五
か
ら
一
七
九
の
八
ま
で
、
一
七
九
の
一
二
、
一
八
二
の
一
の
一
部
、
一
八
二
の
二
か
ら
一
八
二
の

四
ま
で
、
一
八
二
の
六
か
ら
一
八
二
の
一
五
ま
で
、
一
八
四
の
一
か
ら
一
八
四
の
五
ま
で
、
一
八
四

の
九
か
ら
一
八
四
の
一
三
ま
で
、
一
八
五
の
一
か
ら
一
八
五
の
五
ま
で
、
一
八
五
の
七
か
ら
一
八
五

の
一
三
ま
で
、
一
八
八
、
一
八
九
の
一
か
ら
一
八
九
の
三
ま
で
、
一
九
一
の
一
、
一
九
一
の
四
、
一

九
二
の
一
、
一
九
二
の
二
、
一
九
三
の
一
か
ら
一
九
三
の
三
ま
で
、
一
九
四
、
一
九
五
の
一
、
一
九

五
の
二
、
一
九
六
の
一
、
一
九
七
、
一
九
八
の
一
、
一
九
八
の
二
、
一
九
九
の
二
、
二
○
○
の
一
か

ら
二
○
○
の
三
ま
で
、
二
○
○
の
六
か
ら
二
○
○
の
一
一
ま
で
、
二
○
二
の
二
か
ら
二
○
二
の
四
ま

で
、
二
○
三
か
ら
二
○
八
ま
で
、
二
○
九
の
一
か
ら
二
○
九
の
三
ま
で
、
二
一
一
、
二
一
二
、
二
一

六
、
二
四
一
か
ら
二
四
三
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地

の
全
部
を
新
た
に
浜
田
三
丁
目
と
す
る
。

青
森
県
告
示
第
六
百
九
十
六
号

昭
和
五
十
年
九
月
六
日
青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号

(

漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設

定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

二
の
表
�
田
村
区
域
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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平
舘
村
第
一
区
域

平
舘
村
漁
業
協
同
組
合
の
地

区
の
う
ち
、
大
字
石
崎
の
区

域

１

底
建
網
漁
業

平
舘
村
第
二
区
域

平
舘
村
漁
業
協
同
組
合
の
地

区
の
う
ち
、
大
字
平
舘
、
大

字
根
岸
字
山
居
及
び
字
湯
ノ

１

底
建
網
漁
業

� �



� �

二
の
表
深
浦
区
域
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
の
表
舮
作
区
域
の
項
か
ら
岩
崎
村
第
二
区
域
の
項
ま
で
、
三
の
表
平
舘
村
第
一
区
域
の
項
、
平

舘
村
第
二
区
域
の
項
及
び
舮
作
区
域
及
び
岩
崎
区
域
の
項
を
削
る
。

青
森
県
告
示
第
六
百
九
十
七
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

｢

青
森
県
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会

青
森
市
大
字
大
野

｣

を

｢

青
森
県
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会

青
森
市
東
大
野
二
丁
目

｣

に
改
め
る
。

公

告

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

弘
前
市
が
行
っ
た
次
の
地
域
に
係
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
広
田

堰
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
六
年
十
一
月
十
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

換
地
処
分

土
地
区
画
整
理
法

(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

森
市
浜
田
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
青
森
都
市
計
画
事
業
浜
田
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
地
区
の
換

地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

青 森 県 報���������	
 ��
 第2407号

沢
の
区
域

平
舘
村
第
三
区
域

平
舘
村
漁
業
協
同
組
合
の
地

区
の
う
ち
、
大
字
石
浜
字
磯

山
の
区
域

１

小
型
定
置
漁
業
及
び
底
建
網
漁
業

岩
崎
区
域
及
び
舮
作
区
域

岩
崎
村
漁
業
協
同
組
合
の
地

区
及
び
舮
作
漁
業
協
同
組
合

の
地
区

う
ち
甲
の
地
区

岩
崎
村
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
う
ち
、
大
字
岩
崎
及

び
大
字
松
神
の
区
域

う
ち
乙
の
地
区

岩
崎
村
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
う
ち
、
大
字
沢
辺
の

区
域

う
ち
丙
の
地
区

舮
作
漁
業
協
同
組
合
の
区

域

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
た
ら
刺
網
漁
業
で
あ
っ
て
甲
の
地

区
の
者
が
行
う
漁
業

２

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
１
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業
で
あ
っ
て
甲

の
地
区
の
者
が
行
う
漁
業

３

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
乙
の
地
区
の
者
が
行
う
漁
業

４

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
や
り
い
か
棒
受
網
漁
業
で
あ
っ
て

丙
の
地
区
の
者
が
行
う
漁
業

５

た
い
・
ぶ
り
定
置
漁
業
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平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

都
市
公
園
の
区
域
変
更

次
の
と
お
り
都
市
公
園
の
区
域
を
変
更
す
る
の
で
、
都
市
公
園
法

(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十

九
号)

第
二
条
の
二
及
び
青
森
県
都
市
公
園
条
例

(

昭
和
五
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号)

第

三
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

名
称

青
森
県
総
合
運
動
公
園

二

位
置

青
森
市

三

変
更
前
の
区
域
及
び
変
更
後
の
区
域

別
紙
図
面
の
と
お
り

(

略)

(

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
青
森
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。)

四

区
域
変
更
の
期
日

平
成
十
六
年
十
二
月
一
日

青 森 県 報平成16年11月19日 金曜日 第2407号 �� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


